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議
案
第
六
十
一
号

証
人
等
の
実
費
弁
償
に
馳
す
る
条
例
の
一
部
改
正
把
つ
い
て

次
の
と
お
ゎ
証
人
等
の
実
費
弁
償
に
馳
す
る
条
例
の
　
1
軸
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
地
方
自
治
法
(

晦
和
二
十
二
年
法
律
束
六
十
七
号
)
舞
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
､
本
義
会
の
敵
決
を
求
め
る
0

特
利
五
十
四
年
六
月
二
十
1
日

三

　

朝

　

町

　

長

松

　

　

　

村

成

宙
竹
丘
冶
四
年
六
月
廿
式
日
原
索
可
決

三
朝
町
哉
金
哉
長
牧
田
嶺
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三
朝
町
条
例
第

号
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証
人
等
の
実
襲
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
7
敵
を
改
正
す
る
食
倒

証
人
等
の
実
費
弁
俵
に
馳
す
る
条
例
(
昭
和
g
I
十
五
年
三
朝
町
桑
例
数
四
号
)
　
の
1
散
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
｡

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

別
表
(
象
三
条
馳
係
)

船

過

旅
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(
施
行
期
日
)

こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
経
過
措
鹿
)

改
.
正
後
の
証
人
等
あ
実
費
葬
儀
に
駄
す
る
先
例
別
表
の
規
定
は
､
昭
和
五
十
凶
年
七
月
1
日
　
(
以
下
｢

施
行
日
｣
と
S
う
.
)
　
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
､
か
つ
､
髄
行
目
以
後
に
完
了

す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
月
以
後
の
勘
魅
に
対
応
す
る
分
に
つ
S
て
適
用
し
､
当
該
旅
行
の
う
ち
施
行
日
前

の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行
p
l
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
､
夜
か
従
前
の
例
に
ょ
る
｡
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